
榎本　弘志 部　局 総務部 補　職 部長 氏　名

１．部局の使命

２．使命を遂行するための取り組み方針と、それに基づく取組みの総括 方針取組みの総括

方針 取組みの総括

(2023年度) 部局マネジメントシート 2023年度

人材確保、人材育成、組織管理、政策法務能力の向上、市政情報の提供などの取組みを通じて、市民ニーズや行政課題に的確かつ柔軟に対応できる
「人」と「組織」をつくるとともに、各部局の業務が適正かつ円滑に遂行できるよう支援・統括する。

全庁を下支えする部としての意識を持ち、各部局との対話を積極的に行
いながら課題把握に努めるとともに、スピード感と前例にとらわれない
やり方で使命を遂行します。
〇様々な手法や機会を用いて、多様な人材の確保と人材の育成に取り組
みます。
〇職員がやりがいや挑戦をもてる職場づくりを進めます。
〇内部統制や研修、社会の変化等を通じて、事務事業や契約事務の適正
を確保します。
〇市民の方や職員が安全に、安心して利用できるよう効果的かつ効率的
な施設管理に取り組みます。
〇透明性の確保や市民の共感を得るために部の取組みを積極的にPRして
いきます。



３．当年度目標と目標設定に対する振り返り等 

No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

1

人材マネジメントの推進【重点】

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

65 職員力を高める人材育成等の推進 66 民間企業など外部組織との人材交流

69 創る改革を推進するための環境づくり

（１）人材戦略に基づき、施策を推進する基盤となる人材の確保・育成
等に取り組みます。
　・採用試験の多様化（試験の実施時期、採用時期の多様化など）
　　（6月、10月　通年採用に向けた検討）
　・派遣職員公募（9月実施）
　・民間企業等との人事交流（民間企業等との協議が整い次第方針決
定）
　・民間専門人材の活用促進（民間企業等との協議が整い次第方針決
定）
　・任期付職員制度の充実（上半期に方向性決定）
　・地域交流研修など多様な研修実施（地域交流研修年6回実施）

（２）個々の職員が能力を最大限に発揮しながらやりがいや成長を実感
できるよう、新たな人事制度の構築や働きやすい職場環境づくりを進め
ます。
　・新たな人事制度検討（フレックスタイム、メンター制度（同じ部署
などの先輩が後輩に対して仕事にまつわる相談を受けたり支援したりす
る制度）、庁内FA制度（一定の条件を満たした場合に自分の異動先の希
望を表明できる制度）など）（令和6年（2024年）実施に向け制度案作
成）
　・会計年度任用職員制度の充実検討（第1四半期に制度案作成）
　・職員のエンゲージメント向上のための管理監督職員の計画的な育成
と支援（随時）
　・時間外勤務年間330時間超職員のゼロ維持
　・女性活躍の推進（管理職女性比率30％以上をめざす）
　・男性職員の育児休業取得促進（男性育児休業取得率100%に近づけ
る）
　・福利厚生ポータルサイト構築（1月）
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No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

2

事務・組織マネジメントの推進

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

69 創る改革を推進するための環境づくり

（１）各部局の事務執行の適正化および組織運営の効率化を確保するた
め、監査等を進めるとともに、仕事の見直しを進めます。
　①内部統制の実施
　・内部統制制度の実施（令和4年（2022年）報告書の策定（6月）→議
会提出（9月）→令和5年（2023年）内部統制中間評価（10月））
　・包括外部監査の実施（6月～1月）→報告書策定（2月）
　・定期監査等の結果を踏まえた内部統制制度のリスク項目の見直し（2
月）
　②事務管理の強化
　・文書事務のデジタル化（電子決裁率の向上、紙文書のデジタル化促
進）
　・デジタル社会に対応した文書管理（審議会からの答申（1月）→制度
設計（3月））
　・電子キャビネットの保管ルール検討（2月方針策定）
　・文書管理事務の実地調査（16課対象・8～9月）
　・新たな個人情報保護制度に基づく個人情報の目的外利用、外部提供
の調整（通年）
　③入札・契約事務の適正確保
　・全職員対象研修（WEBによる通年実施）
　・職階別研修（実務編：5月、11月　入門編：6月　制度編：10月）
　・実地調査（7月～9月）
　・予定価格完全事後公表化（令和6年（2024年）実施向け年度内に方針
決定）
　・電子入札拡大検討（物品調達）（令和6年（2024年）実施向け年度内
に方針決定）
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No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

3

施設マネジメントの推進

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

62 市有財産の有効活用

（１）市有施設全体の有効活用、利便性・快適性、環境配慮の視点を
もって計画的に所管施設および車両をマネジメントします。
　①施設管理の推進
　・第一庁舎床改修（令和5年（2023年）～令和10年（2028年））
　・第二庁舎トイレ改修（令和5年（2023年）～令和6年（2024年））
　・第二庁舎エレベーター更新工事（令和5年（2023年）～令和6年
（2024年））
　・議会等議員控室間仕切壁改修工事（5月以降）
　・ESCO事業（省エネルギーの取組みに対し包括的なサービスを提供す
る事業）による施設運転管理（エネルギー削減保障率年間15.43％の達
成）
　・庁舎フリーアドレス化（14課追加（28課導入））
　・書庫スペース総量削減に向けた書庫再編方針の作成（2月）
　・魅力発信コーナー（TIP）を活用した企画展示（企画展示15テーマ以
上）
　②車両管理の推進
　・軽貨物3台のEV化切り替え（6月）
　・EV充電設備3基設置（6月）
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No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

4

人づくり・組織づくり

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

65 職員力を高める人材育成等の推進

（１）総務部の使命を遂行できる人材育成と、職員がやりがいや使命感
を持って働くことができる職場づくりに取り組みます。
　①1on1や職務状況面談などの機会での上司と部下による対話
　②日々の業務の相談・報告を受ける中で上司によるこまめなフォロー
アップ
　③わがゴト提案制度（業務改善）の運用と表彰（12月提案募集→選定
→表彰→実施）
　④部の行動基準などを定めた組織運営方針の策定と取組み（年度当初
策定・通年）
　⑤SNSやリリースペーパー等を活用した部の取組みの積極的なPR（通
年）
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No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

1

人材マネジメントの推進

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

65 職員力を高める人材育成等の推進 66 民間企業など外部組織との人材交流

69 創る改革を推進するための環境づくり

 

2

事務・組織マネジメントの推進
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 総合計画
 公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

 
 基本政策

 69 創る改革を推進するための環境づくり

 

４．中期目標（概ね今後4年間）

人材戦略　令和5年度(2023年度)～令和8年度(2026年度)
（１）多様な人材の確保・人事給与制度の見直し
　・FA制度（令和6年（2024年））
　・児童相談所職員の給与調整（令和7年（2025年）施行）
　・任期付職員制度の充実（令和6年（2024年）～）　
　・会計年度任用職員制度の見直し（令和6年（2024年））
　・その他人事給与制度　適宜見直し
（２）働きやすい職場づくり
　・フレックスタイム制度（令和6年（2024年））
　・メンター制度（令和6年（2024年））

『人材戦略』に基づき、人づくりを戦略的に進めます。
（１）社会情勢の変化や行政課題への的確・迅速な対応、基本政策や総合計
画の着実な推進を図るため、民間専門人材を含め多様な人材の確保を確保す
るとともに、職員がより高い目標・困難な課題にチャレンジし、能力を最大
限に発揮することができるよう、職員の活躍支援する取組みや人事給与制度
の見直しを進めます。
（２）長時間勤務の是正、子育て・介護との両立支援、テレワークなど、社
会環境を踏まえた多様な働き方を支援する職場環境づくり・制度づくりを進
めます。
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（１）経営管理
　・電子決裁・文書のデジタル化の推進　順次
　・文書管理システムのリプレイス　令和5年度(2023年度)
　・デジタル社会を踏まえた文書管理（令和6年（2024年）実施）
（２）入札・契約制度の見直し
　・予定価格の公表取扱い見直し（令和6年（2024年））
　・一般競争入札、低入札調査価格制度の適用範囲拡大（令和6年
（2024年）以降）
　・電子入札の拡大（令和7年（2025年）以降）
（３）個人情報保護制度の適正な運用　
　適宜見直しを行いながら運用
（４）法務・コンプライアンスの推進　
　順次強化

（１）既存のマネジメントの仕組みも活用しながら、内部統制を運用すると
ともに、組織・事務・文書・契約等の事務管理を徹底します。
（２）市内事業者の育成や受注機会の確保を考慮しつつ、入札・契約制度の
透明性、競争性および公正性を向上させます。
（３）個人情報保護及び業務における情報の安全性を確保するとともに、不
服申立制度の運用など市民の権利利益の保護に資する取組みを進めます。
（４）法的課題にかかる担当部局への支援や公益通報制度などコンプライア
ンスにかかる取組みを推進するとともに、リーガルテックの活用も視野に条
例等の制定・改廃や訴訟対応を通じて職員の法務能力の向上に努めます。
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No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

3

施設マネジメントの推進

総合計画
公正で効果的・効率的な市政運営を進めます

基本政策

62 市有財産の有効活用

（１）庁舎・車両管理
　・トイレ改修（第二庁舎）　令和6年度(2024年度)完了
　・エレベータ改修（第二庁舎）令和6年度(2024年度)完了
　・庁舎床の更新　令和10年度（2028年度）度完了
　・フリーアドレスの導入　順次拡大
　・ESCO事業の進捗管理　　令和18年度(2036年度)まで運用
　・公用車両のEV化　リース替えのタイミングで順次対応
（２）庁舎の建替え　情報収集
（３）文書庫の配置見直し
　・施設総量20％以上の削減に向け調整　令和8年度(2026年度)ま
で

（１）来庁者や職員が本庁舎を安心・安全に利用できるよう、維持保全する
とともに、機能を向上させます。公用車両の効果的・効率的な運行及び管理
を行います。また、施設・車両については、環境配慮の視点をもって、マネ
ジメントを進めます。
（２）本庁舎の長寿命化の取組みとあわせ、建替についても情報収集ととも
に課題整理を進めていきます。
（３）総務部所管施設について、公共施設等総合管理計画に基づき、施設総
量・施設管理経費の最適化を進めます。
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